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「自動車等の先行受託試験実施要領」（平成 28 年 4 月 1 日所長通達第 1 号）新旧対照表 

 

令和 8 年 3 月 2 日改正 

新 旧 

 

自動車等の先行受託試験実施要領 

 

第 1 条～第 8 条（略） 

 

様式 1～様式 2-1（略） 

 

様式 2-2 

 

第 1 条～第 14 条（略） 

 

（本契約終了の効果） 

第 15 条 事由の如何を問わず、第 7 条第 2 項、第 7 条第 3項、第 9 条第 5 項、第 10 条、

第 11 条、第 12 条第 2 項、第 13 条、第 14 条、本条、第 16 条の各規定は、本契約終

了後も有効に存続する。 

 

第 16 条（略） 

 

様式 3～様式 6（略） 

 

（別添）（略） 

 

別表（略） 

 

 

自動車等の先行受託試験実施要領 

 

第 1 条～第 8 条（略） 

 

様式 1～様式 2-1（略） 

 

様式 2-2 

 

第 1 条～第 14 条（略） 

 

（本契約終了の効果） 

第 15 条 事由の如何を問わず、第 6 条第 5 項、第 7 条第 2項、第 7 条第 3 項、第 10 条、

第 11 条、第 12 条第 2 項、第 13 条、第 14 条、本条、第 16 条の各規定は、本契約終

了後も有効に存続する。 

 

第 16 条（略） 

 

様式 3～様式 6（略） 

 

（別添）（略） 

 

別表（略） 

 

附則（令和 8 年 3 月 2 日所長通達第 1275 号） 

この規程は、令和 8 年 3 月 2日から施行する。 


